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１ 労働保険事務組合の経理 

労働保険事務組合（以下「事務組合」という。）は、事業主の代理人として、労働保険料そ

の他労働保険に関する事務及び一般拠出金に関する事務（以下「労働保険事務等」という。）

を処理するものですが、通常の代理人と異なり、労働保険料及び一般拠出金（以下「労働保険

料等」という。）、その他の徴収金について政府に対し納付の責任を負っていますので、委託事

業主から交付を受けた労働保険料等の保管、納付等の経理は誤りが生じることかないように

正確に行うことが必要です。 

 そこで、事務組合が備えておかなければならない帳簿として、「労働保険事務等処理委託事

業主名簿」、「労働保険料等徴収及び納付簿」及び「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」

（いわゆる法定三帳簿）がありますが、これらの帳簿は個々の事業主と事務組合との間の責

任関係や労働保険料等の受払状況等を明らかにするものであって、事務組合が取り扱う労働

保険料等の全体の一貫した経理内容を明らかにする目的、内容のものではありません。 

 したがって、法定三帳簿のほか「事務組合の母体である事業主団体の経理」と「事務組合と

しての経理」を行うことが必要となります。 

事務組合の経理について、特に注意すべきことは、事務組合の母体である事業主団体の経

理と区分して、事務組合の独立した経理を行うことであり、さらに労働保険料等の収支計算

を処理する「労働保険特別会計」とその他の収支計算を行う「一般会計」とに分けて厳正に処

理しなければならないことです。 

 このことについては「労働保険事務組合事務処理規約（以下「事務処理規約」という。）」で

定めなければならない事項であり、図で示すと２ページの「事務組合経理の概要」のようにな

ります。 

 

注１：㈳全国労働保険事務組合連合会の「労働保険事務組合担当者必携」の事務処理規約

例の第２０条では、特別会計については労働保険料特別会計として、労働保険料と一般

拠出金特別会計に区分して記載してありますが、本書では、労働保険料等特別会計とし

て労働保険料と一般拠出金を一つの会計で処理し、労働保険料、一般拠出金のそれぞれ

の受払状況については「基幹番号別内訳簿」で明らかにしています。 

注２：事務組合の年度更新等の事務処理の方法としては、手書きで行う場合と労働保険事

務組合総合コンピュータシステム（以下「総コンシステム」という）などのコンピュー

タを利用する場合がありますが、本書では手書き処理について説明します。 
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２ 一般会計 

事務組合の一般会計は、２ページの「事務組合の経理の概要」で示しているように、委託手

数料、国からの報奨金、労働保険料特別会計から預金利息を受け入れ、事務処理経費、労働保

険事務組合連合会会費、母体団体への振替（収益金）等を払い出すことになります。 

事務処理規約等の関係からこのように取り扱うことを原則としますが、母体団体の職員が事

務組合の事務処理を兼ねているため、事務経費等を併せて経理しているなど、原則どおりに

いかない場合もあると考えます。 

このような場合、事務費の分担等については可能な限り母体団体の経理分と事務組合の経理

を明確に区分（以下「区分経理」という。）しておくことが必要となります。 

事務組合の一般会計の帳簿及び事務処理の具体的方法については、事務組合によって様々で

あることが考えられるため、本書では一般会計の記入例等は省略していますので、㈳全国労

働保険事務組合連合会の「労働保険事務組合事務担当者必携」を参照してください。 

 

 

 

３ 労働保険料等特別会計 

事務組合の最も重要な業務として、労働保険料の徴収と納付があります。 

労働保険料等は、本来事業主が政府に納付すべき労働保険料等を事務組合の名をもって預か

り、取りまとめて事務組合が政府に納付することになっているのもので、これを納付するま

では事業主からの預り金である（国の徴収金としての預り金でもある）ので、特に他の金銭

（委託手数料等）とは区分して、その取扱いは厳正に行わなければなりません。 

しかし、労度保険料等の収支は、その性格からして損益は生じないこと、また、通常は労働

保険料等だけの取り扱いしかなく、受入と払出は一致し、原則として残高は生じないことか

ら、労働保険料特別会計については、公益法人会計基準に準拠して行うことが原則ですが、事

務組合そのものの事業課指導の範囲は、他の公益法人に比較して限られていますので、公益

法人会計基準をそのまま準拠しなければならないということではなく、簡略化して最低限必

要な帳簿を備え、それに記載すれば足ります。 

そのため、本書では、総勘定元帳を作成せず「労働保険料等出納簿」及び「基幹番号別内訳

簿」を作成。また、決算においては貸借対照表及び損益計算書を作成せず「労働保険料等特別

会計徴収・納付状況報告」を母体団体の総会等に報告するだけでよいとします。 

本書では、必要最小限の事務処理手順について説明していますが、記入例は関連して作成し

てありますので、それぞれの記入例を照合してみてください。 
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(1) 労働保険料等納入通知書 

「労働保険料等算定基礎賃金等の報告（以下「賃金等の報告」という。）」の作成について

は、一般的に事業主が作成することになっていますので、「労働保険料等納入通知書（以下

「納入通知書」という。）を作成するところから始めます。 

事務組合は、「賃金等の報告」により算定した労働保険料等の額及び納付すべき額を委託事

業主に対し、「納入通知書（組様式第７号（甲））」により通知しなければなりません（第２・

３期分の労働保険料の通知には「納入通知書（組様式第７号（乙））」を使用します。）。 

年度更新の準備段階で、事業主名、申告済概算保険料等を事前に記入しておくなど、繁忙

期の業務量を少なくするよう心がけてください。 

次の方法により作成します。 

ア 「算定方法」欄の賃金総額、料率、確定保険料合計、申告済概算保険料、概算保険料及

び一般拠出金の欄は、「賃金等の報告」及び「概算・確定保険料一般拠出金申告書内訳（以

下「申告書内訳」という。）から転記します。 

イ 「②申告済概算保険料」が、「①確定保険料合計」を超える場合は、その差額を「③充

当額」に記入します・ 

  ただし、その差額が「⑥概算保険料額合計」超える場合は、「③充当額」には「⑥概算

保険料合計」を記入し、さらに「②申告済概算保険料」から「①確定保険料合計」と「⑥

概算保険料額合計」の合計を差し引いた額を「④還付額」に記入します。 

ウ 「①確定保険料合計」が「②申告済概算保険料」を超える場合には、その差額を「⑤不

足額」に記入します。 

ェ 「賃金等の報告」により一括納付の場合は「⑥概算保険料合計」を「期別納付額」の⑦

に記入し、延納の場合は「⑥概算保険料合計」を３で除した額を「期別納付額」の⑦、

⑨、⑪に記入します。ここで除した余り（１円又は２円）があった場合は⑦に加算しま

す。 

オ ⑦から「③充当額」を差し引いた額、又は⑦と「⑤不足額」の合計額を「⑧全期・第１

期納付額」に記入します。 

カ ⑦から「③充当額」を減じきれない場合は、「⑧全期・第１期納付額」は０円とし、さ

らに⑨及び⑪から順次差し引いて「⑩第２期納付額」及び「⑫第３期納付額」に記入し

ます。 

キ 納入通知の金額（上部太枠の中）は、「⑧全期・第１期納付額」と「一般拠出金額」の

合計額を記入します。 
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(2) 労働保険料等徴収及び納付簿 

「労働保険料等徴収及び納付簿（以下「徴収及び納付簿」という。）」は、委託事業主の

事業場別に作成し、労働保険料等の受払状況を明らかにするものですので、次により正確

に記載しなければなりません（ここでは、旧総コンシステム様式(組機様式第 11 号)を使

用します。旧総コンシステム様式を使用すると、基幹番号ごとの労働保険料、一般拠出金

の合計額が算出しやすくなります。なお、同様のフォーマットであればパソコンで作成し

ても構いません。また、厚生労働省亭で定める様式を利用の事務組合は、１７ページの記

入例を参考にしてください。）。 

ア 基幹番号ごとに別葉で、枝番号順に作成します。 

イ 「確定保険料」、「申告済概算保険料」欄は、納入通知書の「①確定保険料合計」、

「②申告済概算保険料」をそれぞれ転記します。 

ウ 「過納額（還付額）」欄は、「申告済概算保険料」から「確定保険料」を差し引いた

額を記入（還付額を減ずることなく）記入します。 

エ 「不足額」欄は、納入通知書の「⑤不足額に記載がある際にその額を転記します。 

オ 納入通知書の「④還付額」に記載があれば、その額を「不足額」欄の下の空欄に転

記し、上部に「還付」と記入します。なお、この額は「過納額（還付額）」の内数とな

ります。 

カ 「概算保険料」欄は、納入通知書の「⑥概算保険料合計」を転記します。 

キ 「充当額」欄は、納入通知書の「③充当額」を転記します。 

ク 「本年度概算徴収額」欄は、概算保険料から充当額を差し引いた額を記入します。 

ケ 「第１期」欄は、 

充当額がある場合…納入通知書の「⑧全期・第１期納付額」の金額 

不足額がある場合…納入通知書の「⑦全期・第１期納付額」の金額 

を転記します。 

コ 「第２期」、「第３期」欄は、「⑩第２期納付額」、「⑫第３期納付額」をそれぞれ転記

します。 

サ 「事業主から領収した月日」欄は、事業主から領収した日を記入します。なお、総

コンシステムの口座振替を利用している場合は、事務組合の労働保険料等専用口座

（以下「専用口座」という）に振り込まれた日を記入します。 

シ 「政府へ納入した月日」欄は、国へ納付した日を記入します。なお、口座振替納付

制度を利用している場合は、「専用口座」から引き落とされた日を記入します。 

ス 期別納付額の記入に当たっては、一括納付の場合でも三分割して記入した方が分か

りやすく、「政府へ納付した月日」の記入や「概算・確定保険料一般拠出金申告書（以

下「申告書」という」、「基幹番号別内訳簿」との照合に便利です。 

セ 各ページの最下部はページ計（小計）とし、基幹番号ごとの最終ページに合計を算

出します。 
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ソ 組機様式第１１号（続紙）は、一般拠出金について上記と同様に記入します。 

タ 年度途中で個別から委託になった事業は、特別加入者が生じた場合に限り、委託日

以前の個別分労働保険料を精算、委託日以降は特別加入保険料を含め事務組合で概算

保険料を管理します（特別加入者が生じない場合は、年度末まで個別番号で処理しま

す。）。 

  なお、メリット事業場を含め個別管理する際の「徴収及び納付簿」は、事務組合一

括番号と別葉で記入し管理します。 
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徴収及び納付簿記入例（末尾０） 
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徴収及び納付簿記入例（末尾０）続き 
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徴収及び納付簿（続紙）記入例 
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徴収及び納付簿記入例（末尾２） 
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徴収及び納付簿記入例（末尾 5） 
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徴収及び納付簿記入例（メリット） 
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徴収及び納付簿記入例（個別→委託） 
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徴収及び納付簿（省令様式・表）記入例 
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徴収及び納付簿（省令様式・裏）記入例 
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申告書記入例（末尾０） 

 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟労働局 

4 1  3 

４ 

2 

1 5 

1 

4

5 

8 

1  5 3 0 1  9 9 0 0

 

0 0 

1  5

 

4

 

950-8625 

令和 ２ 3 3

 

1  令和 3 

令和 3 ４

 

3 1 1 令和 4 3

 

5

 

6

 

1

 

２ 0

 

1

 

6

 

2 2 8

 

3 8

 

4

 

7 9  3

0

 

8

 

6

 

4

 

3 

7

 

8

 

9

 

1

 

2

 

8

 

４

2

 

8 1  5

 

7

 

6

 

3

 

5

 

0

 

7

 

3

 

7  2

 

1

 

3

 5,607,456 

256,695 

8,643 2,630,428 256,695 2,887,123 

 

0 2,895,766 

2,630,428 2,630,428 

2,630,428 2,630,428 

新潟市中央区美咲町１－２－１ 

会長 労働 花子 

労働保険事務組合 労働福祉センター 

別紙のとおり 

令和 3   7  10 
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申告書記入例（末尾２） 

 

950-8625 

新潟労働局 

1  5

 

3

 

0

 

1  9

 

9

 

 

0

 

0

 

0

 

2 

 

  

3

 

7

 

令和 3   7  10 

新潟市中央区美咲町 1－2－1 

8

 

3

 

19,250 

令和 2 1 4 

令和 4 令和 3 

令和 3 

4 1 1 

3 3 1 

3 3 

0 

 

0

 

1 9 

 

0

 

3 

 

1 

 

7 

 

0 9 

 
  6 4

 

4

 

7

 

5

 

6  

5  6 4

 

４

 

6

 

7

 

  

3

 645,977 

196,575 19,250 196,575 

215,820 

215,825 

215,820 215,820 

215,820 

別紙のとおり 

新潟市中央区美咲町１－２－１ 

労働保険事務組合 労働福祉センター 

会長 労働 花子 
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申告書記入例（末尾５） 

 

令和 3   7  10 

950-8625 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 

新潟労働局 

別紙のとおり 

新潟市中央区美咲町１－２－１ 

労働保険事務組合 労働福祉センター 

会長 労働 花子 

令和 2 令和 3 

令和 3 令和 4 

4 3 3 

1 1 

1 1 

4 3 3 

1

 

0

 

0

 

1

 

5

 

1

 

5

 

0

 

0

 

9

 

9

 

 
 3  3  2 

2

 

４

 

9

 

5

 

0

 

0 1

 

5

 

9

 

5

 

0

 

0 1

 

5

 

3

 

6

 

8

 

7

 

４

 

0

 

2 

6

 

8

 

7

 

４

 

0

 

2 

33,154 
1 

711,778 

33,154 

229,134 

196,587 229,134 

229,134 

195,980 607 

229,134 

229,134 

6

 

0

 

7

 

0 
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申告書内訳記入例 
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(3) 労働保険料等領収書 

事務組合は、委託事業主から労働保険料等を領収した場合は「労働保険料等領収書

（以下「領収書」という）を発行しなければなりません。 

ア 最も重要な証拠書類となりますので、適正に作成・整理の上保管します。 

イ 年度ごとにあらかじめ一連番号を付して使用します。 

ウ 作成に当たっては、原符２枚を複写により作成し交付します。 

なお、総合コンシステムの口座振替を利用の事務組合においては、領収控がありませ

んので、領収書の写をとり、一連番号順に編綴します。 

ェ 領収金額及び領収年月日の記入を誤った場合は訂正できませんので、新しい領収書を

発行し書損処理を行います。 

オ 書損処理は次により行います。 

① 記入を誤った領収書は綴りから切り離さず、原符２枚を複写で左上隅から右下隅・

左下隅から右上隅に斜線を引き、中央に赤字で「書損」と表示し、使用できないよう

にします。 

② 欄外余白に書損年月日、書損の理由及び事後の経過（「次葉にて領収」等）を記入し、

取扱者の私印を押印します。 
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領収書記入例 
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領収書 書損の記入例 
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(4) 労働保険料等出納簿 

労働保険料特別会計は、本来事業主が政府に納付すべき労働保険料等を事務組合の名

をもって預かり、取りまとめて政府に納付するためのものです。したがって、これを納

付するまでは、事業主からの預り金（政府の徴収金である労働保険料等の預り金でもあ

る。）であることから、特に他の金銭（委託手数料等）とは区別して厳正に経理しなけれ

ばなりません。 

そのための帳簿として「労働保険料等出納簿（以下「出納簿」という）」の記入例を作

成しましたので、参考にしてください。 

原則的には出納簿、基幹番号別内訳簿及び専用口座のそれぞれの残額は一致すること

になります（預金利息が専用口座に残っていると、基幹番号別内訳簿の残額と一致しま

せんので、預金利息入金当月中に一般会計に振り替えるようにしてください。）。 

出納簿は次の方法で記入します。 

ア 「摘要」欄は、受払事由を記入します。 

イ 「受」は、次の事項を記入します。 

① 事業主から労働保険料等（追徴金、延滞金含む）を現金領収した。 

② 事業主から労働保険料等が振り込まれた。 

③ 還付金等が国から振り込まれた。 

④ 専用口座に預金利息が計上された。 

  なお、専用口座は労働保険料等以外を原則処理しないこととなっていますので、委

託手数料が専用口座に振り込まれた場合は出納簿に計上せず、できるだけ速やかに一

般会計の口座に振り替えてください。 

ウ 「払」は、次の事項を記入します。 

① 労働保険料等を国へ納付した。 

② 国への口座振替納付制度を利用している場合で、労働保険料が引き落とされた。 

③ 専用口座の預金利息を一般会計に振り替えた。 

④ 確定精算、再確定により、労働保険料等を事業主に還付した。 

エ 「残」は、１日の記帳の最終行に記入します。 

オ 月計及び累計を算出し記入します。 

カ 年度末に母体団体の監事等の監査を受けた後、監査実施者の記名押印と立会者の記名

押印を行います。 
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出納簿記入例 
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出納簿記入例（続き） 
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(5) 基幹番号別内訳簿 

労働保険料等は基幹番号ごとに集計し、整理しておかなければなりません。 

そのため、出納簿の補助簿として基幹番号別内訳簿の記入例を作成しましたので、参

考にしてください。これにより、基幹番号ごとに徴収額、納付額及び残額を算出するこ

とで誤りを発見することが容易になります。また、日々整理することで誤りの防止にも

なります。 

ア 「メリット適用分」、「個別から委託分（年度途中）」の欄を設けて作成してください。 

イ 「延滞金」、「追徴金」等の欄を設けて作成しても差し支えありません。 

ウ 記入方法は出納簿に同じ。 
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期間番号別内訳簿記入例 
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基幹番号別内訳簿記入例（続き） 
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期間番号別内訳簿記入例 
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基幹番号別内訳簿記入例（続き） 
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４ 決算・報告等 

労働保険料等の取り扱いは、原則として受け入れた労働保険料等を全額納付するだけで、そ

こから損益は発生しないものなので、本書においては、損益計算書及び貸借対照表の記入例

を作成しませんが、事務組合は、毎年１回、母体団体の総会等において、労働保険等特別会計

の徴収、納付状況を報告しなければなりません（事務組合処理規約例の第２６条参照）。報告

書式として「労働保険料等特別会計徴収・収納状況報告」の書式例を作成しましたので、参考

にしてください。 

なお、一般会計については、各事務組合の独自の方法（母体団体の経理に準じて）で決算し

て差し支えありません。 

(1) 労働保険料等特別会計徴収・納付状況報告 

次の方法により作成します。 

ア 確定概算保険料の受入は事業主から領収した金額、払出は政府へ納付した金額を期

別毎に記入します。 

イ 「一般拠出金」は、基幹番号別内訳簿等から転記します。 

ウ 「還付金」は国から還付金額を振り込まれた場合は受入、事業主に還付金額を交付

した場合は払出に記入します。 

エ 「過年度保険料等」は、労働局又は労働基準監督署が行った労働保険料算定基礎調

査等で発生した不足額や滞納による前年度以前の労働保険料等について、事業主から

領収した場合は受入へ、国へ納付した場合は払出へ記入します。 

オ 「追徴金」は、労働保険料算定基礎調査で生じた追徴金を事業主から領収した場合

は受入へ、追徴金を国へ納付した場合は払出へ記入します。 

カ 「延滞金」は滞納保険料等で発生した延滞金について、事業主から領収した場合は

受入へ、延滞金を国へ納付した場合は払出に記入します。 

キ 「翌年度保険料等預かり金」は、当年度中に申告・納付ができず、翌年度申告・納付

対象となった労働保険料等を当年度中に預かった場合に受入に記入し、同時に「翌年

度繰越保険料等」の払出に同額を記入します。 

（注）新規委託の時期（概ね毎年 12 月中旬から３月末日までの期間）によっては、

年度途中で行っている概算保険料の増減訂正報告（以下「増減報告」という）を

せず、年度更新の際に新年度の概算申告と一緒に確定精算を行うこととなりま

すが、この時期に新規委託事業主から概算保険料を預かった場合や年度途中で

委託解除となった事業主から確定不足金額や一般拠出金を領収した場合、ある

いは、母体団体の決算と労働保険料の年度区分（４月から翌年３月まで）と異な

る場合などで「翌年度保険料等預かり金」と「翌年度繰越保険料等」が発生しま

す。 

ク 欄外の「滞納保険料等」は、当年度において滞納があった場合にその件数と金額を

記入します。 
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徴収・納付状況報告の書式例 
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(2) 労働保険料等納付済通知書 

事務組合は、委託事業主から交付を受けた労働保険料等について、第３期分までを国に

納付したときは、その旨を委託事業主に通知しなければなりません（事務処理規約例の第

１０条第５項参照）。書式例として「労働保険料等納入済通知書」を作成しましたので、

参考にしてください。 
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労働保険料等納付済通知書の書式例 
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５ その他の帳簿 

委託事業場により、「滞納が多い」、「保険料を手形で領収した」、「労働保険料等と一緒に

委託手数料を口座振替した」等、会計監査等の第三者が見ても分かるように、その内容毎に

帳簿を記帳して整理する必要があります。その際、次の例と対処方法を参考にしてくださ

い。 

 

 

 

この場合、専用口座に労働保険料等と委託手数料が一緒に計上されますが、労働保険料

出納簿には労働保険料のみ計上します。委託手数料はできるだけ早め（遅くとも当月中）に

専用口座から引き出し、一般会計に振り替え、委託事業主ごとの委託手数料一覧表を作成

します。 

なお、総コンシステムの口座振替制度を利用している場合は、「口座振替結果明細表」が

印書されるので、これを証拠書類として保管します。 

 

 

 

「徴収及び納付簿」、「労働保険料等滞納事業場報告書（以下「滞納事業場報告」という。）」

などによって確認できますが、複数の滞納事業場を抱える場合には滞納保険料と延滞金を

記帳して管理する必要があります。 

 

 

 

事業場の都合によりやむなく労働保険料等を有価証券及び当該有価証券の取扱手数料

（現金）を受領した場合は、事務組合名で「預かり証」を発行し、労働局あて直接持ち込み

又は現金書留により郵送願います（郵送費用は事業主持ちになります）。 

その後労働局から納付受託証券受託証書（預かり証）が事務組合あて発行しますので、当

該有価証券が決済されるまで大切に保管してください。 

有価証券の決済が終了しますと、労働局から領収証書が事務組合に郵送しますので、徴

収及び納付簿の「事業主から領収した月日」欄及び「政府へ納付した月日」欄に、郵送され

た領収証書の日付を記入します。 

なお、事業主には、当該領収証書の日付をもって領収書（組様式第８号）を作成し、交付

してください。 

 

 

 

例１ 労働保険料等と一緒に委託手数料を口座振替した（委託事業主が労働保険料等と 

委託手数料を一緒に振り込んできた）場合。 

例２ 滞納事業場があった場合。 

例３ 約束手形や先日付小切手等の有価証券により労働保険料等を受領した場合。 

例 4 １月から３月の間に新規委託を受けて、当年度分の概算保険料を受領した場合。 
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 新規委託の時期（概ね１２月中旬から３月３１日までの指定された期間）によっては、増額

訂正報告をしないで、年度更新時に一括清算（確定新規扱い）をして保険料を申告納付するこ

ととなります。 

 この期間中に概算保険料を領収した場合は、翌年度繰越保険料をして保管しておき、年度

更新時に確定精算（確定保険料を算定し、受領時した概算保険料と比較し、不足していれば追

加徴収、過大であれば翌年度概算保険料に充当）します。 

 この場合、「徴収及び納付簿」、「出納簿」及び「基幹番号別内訳簿」に記帳するとともに、

決算報告で「翌年度保険料等預り金」として計上します。 
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６ 質疑応答 

 

 

答 この場合の残額には、次のいずれかの労働保険料等が含まれていることになります。 

① 第２期及び第３期への充当額 

② 概算保険料一括納付を受けた際の第２期及び第３期分概算保険料 

③ 分割納付を受けた概算保険料の端数処理分（第１期に加算した余りの１円若しくは２

円） 

④ 事業主から労働保険料過大徴収 

⑤ 確定精算や再確定により生じた労働保険料精算返還金等（還付金）を事業主に交付し

ていない。 

⑥ 預金利息等を一般会計に振替していない。 

該当する場合は、本書により適正に取り扱ってください。 

 

 

 

 

答 １ 労働保険料等を滞納している委託事業場がある場合は、「滞納事業場報告書」を納期

限から１５日以内の指定された期限内に労働局に提出しなければなりません。 

    「滞納事業場報告書」が提出されないと、当該事業場は滞納事業場とはならず、労働

局による滞納処分の妨げになることにより、事務組合の責任が問われることになりま

すので、注意が必要です。 

２ 「滞納事業場報告書」に記載の事業場の労働保険料等を受領した場合は、直ちに国へ

納付するとともに、「労働保険料等納入事業場報告書」を１か月ごとにとりまとめ、翌

月１０日までに労働局へ提出してください。 

３ 次年度の年度更新時に前年度の保険料等の滞納がある場合は、必ず「労働保険料等

に関する債務確認及び納入誓約書」を事業場から徴し、7 月 31日までに労働局へ提出

してください。 

また、計画どおり納入させるようにしてください（具体的な納入計画が立たない場

合も債務の確認欄は必ず記入してください。）。 

※ 「労働保険料等に関する」債務確認及び納付誓約書」は、２部作成し事業主が１部保

管し、１部を労働局に提出してください。 

「労働保険料等に関する債務確認及び納入誓約書」の日付は、確認書を取り交わした

日付を必ず事業主の自筆で記入してください。 

 

問１ 第１期の労働保険料を納付すると、いつも専用口座に残額が生じるのはなぜか。 

問２ 労働保険料等の滞納が確認された場合、関係書類の提出方法について教えてくだ 

さい。 

い 

問３ 年度途中で委託解除があった。事務処理方法を教えてほしい。 
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答 １ 労働保険事務等の処理の委託を解除した場合は、参考１の「労働保険事務等処理委

託事業主名簿」及び「雇用保険被保険者届出事務等処理簿」に記載し、参考３の手続

きを行わなければなりません。 

    また、委託を解除した事業主に対して、事業廃止の場合を除き、委託換え若しくは個

別加入を行うよう指導してください。 

  ２ 委託を解除した事業主に対して、委託解除日までの確定保険料等の算定基礎となる

「賃金等の報告」の提出を求め、これに基づき概算保険料申告の減額訂正報告（以下

「減額訂正報告」という。）を労働局に提出してください。 

    なお、減額訂正の具体的な事務処理については、「労働保険料等徴収事務のしおり」

を参照してください。 

  ３ 委託を解除した事業主から提出された「賃金等の報告」に基づき、委託解除日までに

係る労働保険料と一般拠出金の合計額が、納付済みの概算保険料額を超える場合は、

事業主からその差額の交付を受けて納付する必要があります。ただし、一般拠出金に

ついては、年度更新時に納付することとなりますので、それまで事務組合で預り金と

して保管してください。 

    この場合、一般的な４月から３月までの会計年度を採用する労働保険事務組合では、

「労働保険料等特別会計徴収納付状況報告」において翌年度保険料等預り金に計上す

ることとなります。 

    また、「徴収及び納付簿」等関係帳簿にも必要事項を遅滞なく記入してください。 

 

 

 

答 労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金は、事務組合が事業主の委託を受

けて納付する労働保険料及び一般拠出金の納付状況が、それぞれ次の①から③までの要件

のいずれにも該当する場合に交付されます。 

①  報奨金算定基準日（7 月 10 日、天災その他やむを得ない理由があるときは 7 月 17

日）において、前年度に常時 15人以下の労働者を使用する事業の事業主に係るものに

つき、前年度の確定保険料又は当年度の一般拠出金の額の合計額の９５パーセント以

上が納付されていること。 

②  前年度の労働保険料又は当年度の一般拠出金等（追徴金、延滞金を含む）について、

差し押さえなどの滞納処分を受けたことがないこと。 

③  偽りその他不正な行為により、前年度の労働保険料又は当年度の一般拠出金等（追

徴金、延滞金を含む）を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。 

 したがって、一部滞納事業場があっても、その事業場が労働者１５人以下の事業に該当

しない場合、もしくは該当する場合であっても、労働保険料又は一般拠出金がそれぞれ９

５％以上納付されている場合は、報奨金の交付要件に該当することになります。 

問 4 滞納事業場があるが、報奨金の交付が受けられなくなるのではないか。 
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答 原則として、事務組合の経理とその母体団体である団体の経理は別にしなければなりま

せん。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、母体に関する経理と事務組合に関する経理

が厳正に行われている場合に、例外として、事務組合の一般会計を母体の経理に含めて経

理して差し支えないこととしています。 

  この場合、事務処理規約を改訂する必要がありますので、新潟労働局総務部労働保険徴

収課に事前協議してください。 

 

 

 

答 事務組合は、行として労働保険料等の徴収及び納付ができるわけですが、この場合の労

働保険料等は事業主からの預り金であり、その性格は国税と同様です。このため、事務組合

は適正なチェック機能を有する必要があります。 

 近年、事務組合の流用事件等が発覚していることは、多額の労働保険料等の取り扱いを

一個人に任せて組織の中でのチェック機能が働いていないことに起因しているものと考え

ます。 

そこで、総コンシステムの利用についての判断ですが、このシステムは事務組合からの

データによって書類を作成し、あるいは口座振替によって労働保険料等の徴収を行い、関

係書類又は労働保険料等を一括し事務組合に渡しているものです。事務組合では受け取っ

た書類又は労働保険料等について、適正であるかどうかのチェックを行っています。 

 総コンシステムでは、書類の作成及び労度保険料等の徴収事務の一部を事務の合理化の

ために行っているものであり、その書類等の管理は事務組合に責任があります。簡単に言

えば、事務組合の事務所のコンピュータと同様に考えられます。 

 したがって、事務組合認可基準でいうところの「再委託」には該当しないこととなりま

す。 

 

 

 

答 当年度の増減訂正報告は、「労働保険料等徴収事務のしおり」にあるように、１２月２８

日までですので、これを経過した場合は原則次回年度更新で精算となります。 

 

 

 

 

問 5 事務組合の一般会計を母体団体の経理の中で一括処理できないか。 

問 6 総コンシステムを利用することは、事務組合認可基準でいる再委託に当たるのでは 

問 7 １月に増員した場合の、増加概算申告は必要か。 

問 8 総コンシステム（口座振替）利用事務組合において作成する「徴収及び納付簿」の 

「事業主から領収した月日」及び「政府へ納付した月日」は、いつの日を記入すべ

きか。 
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答 「事業主から領収した月日」は、事業主の口座から引き落とされた日ではなく、事務組合

専用口座に振り込まれた日を記入します（考え方は、一般の商取引と同様）。 

  「政府へ納付した月日」は、実際国へ納入した日、口座振替制度を利用している場合は、

事務組合専用口座から引き落とされた日を記入してください。 

 

 

 

 

 

答 パソコン出力様式であっても、使用前一連番号を付す必要があります。使用する前に一

連番号を付すのは、不正事故防止の目的からお願いするものです。 

したがって、途中印字ミスや白紙が生じた場合、書損の要領で使用できないよう処理し、

これを保管する必要があります（労働保険徴収法の時効は２年ですので、年度末に締めて

保管してください。）。 

総コンシステム（口座振替）の領収書は控がありませんので、領収書のコピーを取り、一

連番号順にしておきます。 

領収年月日は事務組合専用口座に振り込まれた日（口座振替を利用している場合は振替

日が印書）になります。 

 

 

 

 

 

答 問３において年度途中で委託解除した場合の事務処理について説明しましたが、委託事

業場が事業廃止した場合は、事業場内で清算手続きに取り掛かっているものと考えられる

ので、同様に労働保険料も直ちに確定精算する必要があり、減額訂正報告が必要となりま

す。委託事業場の状況により対応が異なる場合がありますので、まずは新潟労働局総務部

労働保険徴収課にご一報ください。 

①  確定精算は、納付済みの概算保険料第１期（充当額控除前の金額）で精算します。確

定保険料額が、納付済みの概算保険料額を超える場合、その差額を概算保険料２期分と

して申告・納付していただく必要があります。なお、納付期限から１５日以内に減額訂

正報告等の提出が困難な場合は、取り急ぎ第２期分の保険料額で「滞納事業報告書」を

提出していただくこととなります。 

②  次に第２期分の保険料額で「滞納事業報告書」を提出後に減額訂正報告を作成する場

合は、未納である２期分までの保険料で確定精算を行ってください。その結果、 

問 9 手書き様式の領収書は、あらかじめ一連番号を付して使用することになっています 

が、総コンシステム（口座振替）を利用している場合、領収書（組機様式第１６

号）はどのように使用すればよいか。領収年月日はいつの日を記入すべきか。 

問 10 概算保険料第２期の納期直前になり、委託事業場が事業廃止しました。 

当該事業場からは、第２期分の保険料を受領していない場合、納付期限から１５

日以内に「滞納事業報告書」を提出すればよいか。 
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確定保険料 ＞ ２期までの概算保険料…２期及び不足額の納付が必要。 

確定保険料 ＜ ２期までの概算保険料…過納額を未納となっている２期分へ充当 

となります。 

 なお、不足額の納期は、概算保険料第３期になりますが、支払いが困難な場合は、第

３期の納付期限から１５日以内に「滞納事業報告書」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

答 労働保険料等徴収及び納付簿の記帳が適切になされていないか、或いは記帳していても

他の労働保険料出納簿及び基幹番号別内訳簿との照合を怠っていたため、記帳誤りに気付

かなかったと考えられます。このような場合、適切な時期に滞納事業場に対する納入督励

が実施できなかったこととなることから、労働保険事務組合の責任は重大です。このよう

な事態が発生しないように、日頃からこまめに帳簿の記帳や突合を行ってください。 

  本件の場合、第３期分の「滞納事業場報告書」に併せて報告していただき、督促状の発送

や指定期限も第３期と同様な取り扱いとなります。 

 

 

 

 

 

答 個別事業場を年度途中で委託した場合は、年度末まで個別事業として管理し、年度更新

申告書に一般保険料と特別加入保険料の 2 段書きで確定申告することとされていますが、

委託事業場としての事務処理が必要になり、労働保険料等徴収及び納付簿、労働保険料出

納簿及び基幹番号別内訳簿の記帳は必要です。 

  労働保険料等徴収及び納付簿は、個別事業分として別葉で記帳し、基幹番号別内訳簿は

個別扱い分の欄を設けて作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 概算保険料第 3 期を納付する際、納付する金額に不足額が生じた。調べたとこ 

ろ、第１期分に滞納があり、「滞納事業場報告書」も提出していないことが確認され

た。 

この場合の滞納保険料はどうなるのか。 

問 12 個別事業として労働保険料を概算申告した事業場を年度途中で委託（特別加入あ 

り）した場合、年度末まで個別事業として管理することとなっているが、当該事業

場の帳簿の記帳は必要ないと考えるがいかがか。 

問 13 申告書と徴取及び納付簿との関係について、次の場合はどのようにすべきか。 

概算保険料延納する場合、基幹番号全体として充当があり個々の事業主によって

は第 2 期、第 3 期まで充当しているケースもある。 

この場合、第 1 期を完納しても保険料が事務組合専用口座に残ることとなるが、

この場合の「徴収及び納付簿」の政府への納付年月日はいつにしたらよいか。 
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（具体例）                              （単位；万円） 

事業主 R2 概算 R2 確定 過不足 R3 概算 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

A 5 4 △1 3 0（1） 1 1 

B 4 6 2 6 4（2） 2 2 

C 5 4 △1 3 0（1） 1 1 

D 5 4 △1 3 0（1） 1 1 

E 5 3 △2 3 0（1） 0（1） 1 

領収金額     ４ 5 6 

事務組合 24 21 △3 18 3（6） 6 6 

口座の残     1 0 0 

（解説） 

 第１期に事務組合に集まる保険料額（領収金額）は、 

B の２（確定不足）+２（概算第１期）＝４万円 

となります。一方、第１期に納入しなければならない保険料額は６万円ですが、基幹番号全体

として充当３万円があることから、差し引き３万円だけを納入することになります。したが

って、事務組合専用口座に１万円残ります。 

 次に第２期に集まる保険料額（領収金額）は、 

１（A）+2（B）+1（C）+1（D）＝５万円 

となります。事務組合として納入しなければならない金額は６万円ですので、第１期で専用

口座残っていた１万円を加えて６万円を納付します。事務組合には残りません。 

 第３期に集まる保険料額（領収金額）は、 

１（A）+2（B）+1（C）+1（D）+1（E）＝6万円 

となりますので、６万円を納付します。 

 

答 質問の趣旨は、第１期分に B から徴収した４万円のうち１万円が専用口座に残るので、

B の徴収及び納付簿の「政府への納入月日」をいつにしたらよいかということだと考えま

すが、その基幹番号の保険料を政府へ納入した日（口座振替納付制度の利用の際は専用口

座から引き出された日）を記入し、事務組合に残った保険料は、その明細を把握（経理を明

確に）しておけば足りるというものです。 

  なお、事業主から３分割ではなく一括受領した場合も専用口座に残ることとなりますの

で、経理を明確にしておく必要があります。 

  また、事務組合に残った保険料を保管せずに手書きの納付書で、納付目的を明記して納

入することも可能です（次期納付額に充当されることから、充当額を差し引いて次期納付

書に印書されて発送されます。）。 
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（解説） 

  問を分かり易く表にすると、次のようになります。 

（単位；万円） 

A 社 合計 第１期 第２期 第３期 

概算保険料 9 3 3 3 

確定保険料 1 1   

減額 6  3 3 

還付 2  2  

事務組合の減額分 8  5 3 

答 以下のとおり精算します。 

1  A 社の確定額が第 1 期納付額より少なく、第 2 期・第 3 期を納付する必要がないた

め、まず、事務組合の第 2 期分・第 3 期分から A 社の第 2 期分 3 万円、第 3 期分の 3

万円をそれぞれ減額します（計 6万円）。 

2  さらに A 社で過納となった 2 万円を還付するため、事務組合の第 2 期分から 2 万円

を減額します。したがって、事務組合の第 2 期分から減額する金額は、3+2＝5 万円と

なります。 

3  この結果、他の委託事業場から第 2期分すべて領収すると、2万円事務組合に残りま

すので、まず、これを A社に還付します。 

4  よって、第 2 期・第 3 期の 6 万円を減額し、過納となった 2 万円事業場に還付する

ことで精算が終了（概算９万円－確定 1 万円＝8万円減額）することとなりますが、減

額分 8 万円を第 2 期・第 3 期から調整するものではないことに留意してください。 

 

 

 

 

答 充当はできません。過納額は個別番号で還付請求してください。 

 

 

 

 

問 14 概算保険料第１期分を納付後に委託事業場（A 社）が事業廃止した。 

減額訂正報告を提出したが、第２期分の納付書に印字されていた金額が予定して

いた金額と合わない。何故か？（第１期分は全額納入済み） 

A 社の概算保険料は９万円、確定保険料は１万円なので、減額は８万円となりこ

れを１/２ずつ第 2期、第 3期で減額することでよいか。 

問 15 一元両保険の適用事業場が、4月 1日から個別から委託となり、個別で確定精算し

たところ過納額が生じたが、この額を事務組合に充当できないか。 

問 16 継続メリット制適用事業場であった委託事業場が、新年度よりメリット制の適用

が外れ、一括管理することとなった。確定精算したところ、過納額が生じたが、こ

の場合の過納額をどのように処理したらよいか。 
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答 事務組合の基幹番号の新年度概算保険料に充当してください。 

   この場合、メリット適用事業であった事業場の申告書「⑳差引額」の「（イ）充当額」

欄に過納となっている金額を記入するとともに、「末尾〇へ〇円充当」と欄外に記入して

ください。 

   さらに、一括管理している基幹番号の申告書「⑳差引額」の「（イ）充当額」欄に金額

を記載するとともに、欄外に「枝〇から〇円充当」と記入してください。 

 

 

 

 

 

答 改正前の雇用保険料被保険者負担率を適用してください。 

確定保険料の納付については、徴収法第１９条第１項第１号において「…その年度に使

用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料を乗じて算定した

一般保険料」と規定されています。この「すべての労働者に係る賃金総額」とあるのは、「現

実に支払われた賃金額は勿論、支払いが確定したものも含む（昭和２４年１０月５日付け基

災収第 5178 号）」とされています。 

「3月 31日締切」ということは、旧年度で事業主に支払い義務が確定したものであるこ

とから、旧年度の雇用保険率が適用となりますので、改正前の雇用保険料被保険者負担率を

適用して控除することになります。 

仮に賃金の締切日が毎月 25日の場合は、3月 26日から 4 月 25 日までの賃金から新年度

の賃金総額に含まれ、雇用保険率は改正後の雇用保険率が適用されます。 

 

 

 

 

 

答 新年度の賃金総額に含めます。 

賃金差額（ベースアップ）の支給額が確定した日の属する年度の賃金総額に含めること

となり、差額は全額新年度の賃金総額に含めて保険料を算定することとなります。 

  なお、一般保険料に係る保険料率の適用も支給額が確定した日の属する年度のものが適

用することとなりますので、留意願います。 

 

 

 

 

問 17 新年度から雇用保険率が改正される場合に、賃金締切日が毎月末日で、賃金支払

日が翌月１０日払を採用している事業場の場合、３月３１日締切分の賃金から控除

する雇用保険料被保険者負担分は新旧のいずれの率を適用すべきか。 

問 18  6 月になって、当年 1月にさかのぼってベースアップすることが決まり、労働者

ごとの 1月～6 月までの差額が確定し、6月に支払われた。この場合の 1月から 3月

までのベースアップ分は、新旧いずれの年度の賃金総額に含めるべきか。 

問 19  委託事業場に係る保険料の還付金が発生したが、当該委託事業主が行方不明で還

付金を渡すことができない場合、どのようにしたらよいか。 
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答 民法上の債権時効消滅の 10年間保管しなければなりません。 

  徴収法第 34条により、国から事務組合に対して支払われた還付金額は、事業主に対して

支払われたものとみなして取り扱われます。 

  事務組合が受けた還付金の取扱いについては、事務組合と委託事業場との間で、民法上

の債権・債務関係となることから、還付金を「供託」するか民法上の債権時効消滅までの 10

年間保管することになります。 

  なお、事務組合で保管する場合は、次の点に留意する必要があります。 

① 事務組合専用口座と異なる特定の口座に預金します。 

② 徴収及び納付簿に記帳（保管先口座等） 

③ 事務組合の会計諸帳簿に記帳します（出納簿及び基幹番号別整理簿で保管して

いる還付金額で残金が発生するので、当該事業主から請求がない限り時効完成

する 10 年間は繰越の処理が必要です。）。 

 

 

 

 

答 還付金を銀行振り込みしてその内訳を事業場に通知している場合は、改めて領収書を徴

する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

答 再度領収書を作成する必要はありません。記帳は原則「事務組合専用口座に振り込まれ

た日」としますが、この場合領収書に併せて記帳しても構いません。 

 

 

 

答 書損とする必要はありません。 

  内訳の訂正は誤記入した部分を二重線で抹消し、訂正印を押印してください。 

  書損として扱わなければならない場合は、 

① 領収年月日 

② 領収金額 

 を誤記入した場合は、必ず書損扱いにしてください。 

 

問 20  事業場に還付金を交付した場合、領収書を徴することは理解できるが、還付金を

現金払いではなく、銀行振り込みした場合も領収書を徴することが必要か。 

問 21  徴収及び納付簿の「事業主から領収した月日」は事務処理要領において、「総コ

ンシステムの口座振替を利用している場合は、事務組合専用口座に振り込まれた

日」とあるが、印刷される領収書の領収年月日は振替日が印字されている。領収書

を作成しなおす必要があるのか。 

問 22  領収書の内訳を誤記入しました。書損として取り扱わなければならないか。 
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７ 会計等事務処理チェックリスト 

(1)  労働保険料等徴収及び納付簿 

□ 基幹番号別かつ枝番号順に編綴・整備されているか。 

□ 年度途中委託事業場分も整備しているか。 

□ 確定及び概算保険料の額は納入通知書に記載している額と一致しているか。 

□ 事業主から交付を受けた労働保険料等の額、領収年月日は出納簿及び領収書の記載内

容と相違はないか。 

□ 事務組合保管金額（事業主から交付を受けたが、国に納付していない金額）の合計額

は、出納簿及び専用口座の残金とほぼ一致するか（出納簿と専用口座の残金が合わない

ことがあるが、通常第 3期分の納付の際に金額が一致する。）。 

□ 一致しない場合、その原因を把握しているか。 

 

(2)  労働保険料等領収書及び領収書控 

□ 事業主から労働保険料等の交付を受けたときは、領収書を必ず交付しているか。 

□ 領収書は使用前あらかじめ一連番号を付して使用しているか。 

□ 領収書控は整理保管しているか。 

□ 領収金額又は領収年月日を訂正しているものはないか。 

□ 書き損じた場合の処理は適正か。 

□ 領収年月日の記入漏れはないか。 

□ 領収金額、領収年月日以外の記載に誤りはないか。 

□ 領収書の領収金額、領収年月日が各帳簿と相違はないか。 

 

(3)  労働保険料等納入通知書 

□ 賃金等の報告に基づき、確定保険料一般拠出金が適正に算定されているか。 

□ 徴収及び納付簿との相違はないか。 

 

(4)  労働保険料等の納付 

□ 事業主から交付を受けた労働保険料等を速やかに納付しているか。 

□ 納付状況が徴収及び納付簿に適正に記載されているか。 

□ 故意に納期限後に納付していないか。 

□ 立替え納付をしていないか。 

 

(5)  労働保険料等の還付 

□ 確定精算又は再確定により生じた労働保険料等の還付金を事業主に支払った場合、当

該事業主から領収書を徴しているか。 

□ 領収書を整理・保管しているか。 
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□ 還付金を正当な理由もなく、長期間事務組合で保管していないか。 

 

(6)  労働保険料等出納簿 

□ 労働保険料等の出納・保管が明確に把握できているか。 

□ 事業主から交付を受けた労働保険料等について、事業場名、目的、金額が適正に記載

されているか。 

□ 領収書控、徴収及び納付簿、専用口座との齟齬はないか。 

□ 国へ納付した場合、納付目的及び金額が「納付書・領収証書」と齟齬がないか。 

□ 前年度繰越金がある場合（年度途中の委託に係る保険料、還付未済金、減額申告事業

場に係る一般拠出金等の預り金）は、その内容が明確に記載されているか。 

□ 徴収及び納付簿の事務組合保管額（事業主から交付を受けたが納付していない額）と

の関連は適正か。 

□ 納付目的の納入期限を経過しているにもかかわらず、国へ納付せず保管しているもの

はないか。 

□ 国への納付や還付金の支払い以外で正当な理由なく、専用口座から引き出されている

ものはないか（専用口座に委託手数料等の労働保険料等以外の金員が振り込まれた場合

や預金利息が生じた場合は、一般会計への振替処理が適正に行われているか。）。 

 

(7)  滞納状況 

□ 「滞納事業場報告」は、指定された報告期日までに報告されているか（法定納期から

15日以内の指定された期限内） 

□ 「滞納事業場報告」は、基幹番号別に記載されているか。 

□ 「滞納事業場報告」に記載の滞納事業場に係る滞納金額は、当該事業場分の徴収及び

納付簿に記載の保険料等の納付未済金額と相違はないか。 

□ 滞納事業場に対する納入督促は続けているか。 

 

(8)  保管額 

□ 労働保険料等の保管額を預金、現金別に把握しているか。 

 

(9)  内部監査 

□ 労働保険事務等の処理及び労働保険料等の預り金の処理について、母体団体の監査役

等の監査が定期的に実施されているか。 

 

(10)   事務組合に関する帳簿の保管等 

□ 事務組合に関する帳簿・書類は、種類又は性格別に整理し、なるべく一か所にとりま

とめ保管しているか。 
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□ 金銭の授受に関する帳簿・書類は、施錠ができる格納箱（ロッカー等）に保管してい

るか。 

□ 専用口座の預金通帳と印鑑の保管責任者を別の者にするなど、組織上内部けん制体制

が確立されているか。 

□ 預金通帳については、印鑑とは必ず別に、会計責任者自らが金庫に格納する等の配慮

をしているか。 

□ 事務組合に関する帳簿・書類は、完結の日から次の区分による期間、保存を行ってい

るか。 

① 労働保険関係の帳簿・書類  ３年 

（雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、４年間） 

② 労災保険関係の帳簿・書類  ３年 

③ 雇用保険関係の帳簿・書類  ２年 

（被保険者に関する書類にあっては、４年間） 
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領収書（還付金）書式例 
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参   考 

１ 労働保険事務組合が備えるべき帳簿 

事務組合は、労働保険事務等に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかな

ければなりません（徴収法第３６条、同施行規則第６8 条）。 

⚫ 労働保険事務等処理委託事業主名簿（様式第１６号） 

⚫ 労働保険料等徴収及び納付簿（様式第１７号） 

⚫ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿（様式第１８号） 

(1)  労働保険事務等処理委託事業主名簿（様式第１６号） 

この帳簿は、委託事業主と事務組合との間の責任関係を明確にするものであり、次

の要領により正確に記載しなければなりません。 

ア 「① 事業場の区分」欄のうち左蘭には、常時使用労働者数５人未満の委託事業主

については「甲」、常時使用労働者数が５人以上 15 人以下の委託事業主については

「乙」、常時使用労働者数が 16 人以上の委託事業主については「丙」とそれぞれ記載

し、右欄には、団体の構成員である事業主の事業については「A」、団体の構成員でな

い事業主の事業については「B」と記載する。 

イ 「②枝番号」欄には、各委託事業主に付与された労働保険番号（基幹番号）の枝番

号を記載する。 

ウ 「③メリット制適用の有無」欄については、労災保険メリット制の適用を受けてい

る場合は「有」、受けていない場合「無」を〇で囲む。 

エ 「④保険関係区分」欄には各委託事業主において成立している事業の名称及び事業

主の氏名を記載する。 

オ 「⑤事業の名称（事業主の氏名）」欄には、各事業主が経営している事業の名称及

び事業主の氏名を記載する。 

カ 「⑥事業の所在地」欄には、各委託事業主について⑤も事業の所在地及び電話番号

を記載する。 

キ 「⑦事業の種類」欄には、労災保険率表の事業の種類又は第 2種特別加入保険料率

表の事業若しくは作業の種類を記載する。 

ク 「⑧委託年月日」欄には、事務組合が労働保険事務等の処理の委託を受けて承認し

たときにその承認年月日を④の区分ごとに記載する。 

ケ 「⑨委託解除年月日」欄には、事務組合が労働保険事務等の委託を解除したときに、

その解除年月日を記載する。 

コ 「⑩特別加入に関する事項」欄には、承認された特別加入者の氏名及びその承認年

月日、脱退年月日及び給付基礎日額を記載する。 

サ 「⑪雇用保険事業所番号」欄は、ハローワークから賦与された雇用保険適用事業所

番号を記載する。 
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(2)  雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿（様式第１８号） 

この帳簿は、委託事業主の事業所別に作成し、労働者ごとに一覧を使用し、被保険

者となったこと及び被保険者で亡くなったこと、被保険者の転勤、被保険者の氏名変

更等に関する処理状況を明らかにするもので、次の要領により記載しなければなりま

せん。 

ア 「①事業所の区分」欄は、常時使用労働者数 5人未満委託事業主については「甲」、

常時使用労働者数 5 人以上 15 人以下の委託事業主については「乙」、常時使用労働

者数 16人以上の委託事業主については「丙」とそれぞれ記載する。 

イ 「②事業所の名称」欄には、各委託事業主が経営している事業の名所を記載する。 

ウ 「③事業所の所在地」欄には、各委託事業主について②の事業の所在地を記載する。 

エ 「④委託年月日」欄には事務組合が労働保険事務等の処理の委託を受け、承諾した

ときにその承諾年月日を記載する。 

オ 「⑤被保険者番号」欄及び「⑥被保険者氏名」欄には、当該被保険者の「雇用保険

被保険者証」に記載されている被保険者番号及び被保険者の氏名（カッコ内には被

保険者の生年月日）を記載する。 

カ 「⑦被保険者となったことに関する事項」欄には、被保険者となったことについて、

「⑧被保険者で亡くなったことに関する事項」欄は、被保険者で亡くなったことに

ついての委託事業主からの依頼やハローワークへの届出、ハローワークからの通知

やその通知の委託事業主への伝達等の事績を記載し、その事績に対し委託事業主か

ら確認印の押印を求める。 

キ 「⑨その他」欄は被保険者の転勤に関する届、被保険者の氏名の変更に関する届そ

の他⑦・⑧欄に記載すべき事項以外の必要な事項についての処理状況を記載する。

この場合、被保険者転勤届は 転勤 、被保険者の氏名の変更に関する届は 氏 、

短期雇用特例被保険者に関する届は 特例 、被保険者の六十歳到達時賃金に関す

る届は 六十 、被保険者の（育児）休業開始時の賃金に関する届は 育 のよう

に略号を用いることを可とします。 

   （例） 「 転勤 R 〇年〇月〇日届出」「 氏 R 〇年〇月〇日届出」 

ク 「⑩離職票受領印」欄には、事務組合が離職票を交付した場合はその交付年月日を

記載し、交付を受けた旨の認印を求める。 

 

2 労働保険事務等の処理の委託を受けたとき 

(1) 事務組合は、事業主から「労働保険事務等委託書」により労働保険事務等の処理の委

託を受けたときは、直ちに受託の可否を決定し、その旨を当該事業主に通知しなければ

なりません。 

 

(2) 事務組合は、労働保険事務等の処理を受託したときは、速やかに「労働保険関係成立
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届（事務処理委託届）」を作成し、次の区分により提出しなければなりません。 

ア 下記イ以外の者については、事務組合の主たる事務所の所在地を管轄するハローワー

クを経由し、労働局に提出します。 

イ 二元適用事業場で労災保険に係るものについては、事務組合の主たる事務所を管轄す

る監督署を経由し、労働局に提出します。 

 

3 労働保険事務等の処理の委託を解除したとき 

事務組合は、労働保険事務等の処理の委託を解除したときは、「労働保険事務等処理委託

解除届（様式第７号。以下「解除届」という）」を作成し、前記２の（2）に準じて提出して

ください。 

事務組合又は委託事業主が労働保険事務等処理の委託を解除しようとする際は、あらか

じめ「労働保険事務等委託解除通知書」によって委託事業主又は事務組合に通知する必要

があります。 

（事務処理上のお願い） 

ア 解除届の委託解除理由が「２委託換え」の場合は、解除届の余白に新労働保険番号を

記載してください。 

イ 委託換えによる委託届（労働保険関係成立届（事務処理委託届）様式第１号）を提出

する際は、「㉖加入済労働保険番号」欄に旧労働保険番号を記載してください。 

ウ 中小事業主が旧事務組合と委託解除した翌日に新事務組合に事務処理の委託を開始

する場合を「継続委託」と呼びますが、この「継続委託」の際に新事務組合で中小事

業主が旧事務組合に引き続き労働保険の特別加入を希望する場合、労働保険事務等処

理委託事業主名簿（様式第１６号）の記載事項について新・旧事務組合間で引継ぎを

行ってください。 

エ 「継続委託」で特別加入を引き続き希望する場合は、通常上記ウの継続委託の処理を

行う際に新事務組合に引き継がれることとなりますが、事務処理の都合で従来通り加

入申込書で承認を得たい場合は、特別加入申請書の「⑥特別加入を希望する日」欄の

脇に「継続委託」と記入して申請してください。この際委託届の他に旧事務組合の「委

託解除通知書」㊢を添付する必要があります。 

オ 解除届の委託解除理由が「3 個別加入」の場合は、その事業場に対し成立届や概算保

険料申告書の提出についてご指導をお願いします。 
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委託事業主名簿記入例 
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事務等処理簿記入例 
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委託書記入例：事業主→事務組合 
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委託書記入例：事務組合→事業主 
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委託解除通知書記入例：事業主からの解除 
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委託解除通知書記入例：事務組合からの解除 

 


